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＜就業規則 規定例＞  
 
第○○条 特別休暇 
  職員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する
場合には、必要と認められる日数について、特別休暇（有給）を取得することができる。 
 一 新型コロナウイルスに係る小学校や幼稚園等の休校等に伴い子の面倒を見る必要が
あるとき、その他やむを得ない社会経済的事情があるとき 
二 妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患等）を有する労
働者から申出があるとき 
三 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき 




